
会場一覧図   札幌市厚別公園競技場 

設置可能○     設置禁止×           

本競技場のテントは 1日目に設置した場所に翌日以降も設置すること（帰りはひも・テープなどで目印をつけること） 
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 補助競技場のテント

設置は、フェンスと周

回歩道の間に設置し

てください。 
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